
社会資本総合整備計画の
事後評価について

近江八幡市水道事業所

上下水道施設課下水道グループ

令和６年３⽉１１⽇（⽉）

目次

�1 用語の定義について
�2 これまでの経緯について
�3 事後評価の評価事項
�4 今回の審議会での論点
�5 近江八幡市の評価結果
�6 意⾒聴取

2

8man69057
テキストボックス
資料４－１



1-1 用語の定義
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国の社会資本整備総合交付⾦を活用し、事業を実施しようとするときに、
地方公共団体等が作成する計画です。この社会資本総合整備計画には、
計画の目標や期間、目標を達成するための事業や事業費などが記載され
ています。

＜社会資本総合整備計画とは＞

国⼟交通省所管の地方公共団体向け個別補助⾦を1つの交付⾦に原則⼀括
し、地方公共団体にとって⾃由度が⾼く、創意⼯夫を活かせる総合的な
交付⾦として平成22年度に創設されました。
目的としては、「地方公共団体等が⾏う社会資本の整備その他の取組を
⽀援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、
生活環境の保全、都市環境の改善及び国⼟の保全と開発並びに住生活の
安定の確保及び向上を図ることを目的とする。」とされています。

＜社会資本整備総合交付⾦とは＞
道路、河川、
砂防、海岸、
住宅、下水道、

港湾…

1-2 用語の定義
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社会資本整備総合交付⾦においては、社会資本総合整備計画ごとに計画目標を
定量化した評価指標を設定し、計画の終了時には目標の実現状況等について評
価を⾏い、これを公表することとされています。
また、地方公共団体等は、事後評価の実施に当たっては、評価の透明性、客観
性、公正さを確保するため、学識経験者等の第三者の意⾒を求め、
⼜は地方公共団体独⾃の評価制度を活用することができる。また、事業の成果
を地域住⺠に対してより分かり易く⽰すよう留意するものとする。

＜事後評価とは＞

今回の委員会



2 これまでの経緯について
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近江八幡市社会資本総合整備計画

第１期計画
平成23年度〜平成27年度

第2期計画
平成28年度〜令和2年度

第3期計画
令和3年度〜令和4年度

事後評価実施
平成30年2⽉13⽇

事後評価実施（今回）
令和6年3月11日

3 事後評価の評価事項
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1.社会資本整備総合交付⾦を充てた要素事業の進捗状況
（社会資本整備総合交付⾦を効果促進事業に充てた場合にあっては、具体
的な事業の内容を含む。）

2.事業効果の発現状況
3.中間評価にあっては評価指標の中間目標値の実現状況、

事後評価にあっては評価指標の最終目標値の実現状況
4.今後の方針

〇社会資本整備総合交付⾦に係る計画等について（平成22年3⽉26⽇付け国官会第2317号）



4 今回の審議会での論点
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近江八幡市の評価結果が妥当であるかどうか

※具体的な事業実施内容、補助⾦額、達成目標等は既に国⼟交通省へ提出し了
承を得ているものであるため、本計画の妥当性を議論するものではありません。

① 当初計画していた業務成果（定量的、定性的）を達成したのか
② 達成していない場合、その要因が何であり、その要因を活かし

て、次回計画に向けてどのような対策を講じるべきか
③ 達成している場合、次期計画に向けてどのように事業を進めて

いくべきか

5-1 近江八幡市の評価結果（別添資料参照）
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5-2 近江八幡市の評価結果（別添資料参照）
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6 意⾒聴取
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〇参考
・ストックマネジメント計画︓
施設の機能診断に基づく機能保全対策の実施を通じて,既存施設の有効活用や⻑寿命化を図り,LCC

（ライフサイクルコスト）を低減するための技術体系及び管理手法
・ＢＣＰ︓
Business Continuity Plan（業務継続計画）災害発生時のヒト、モノ、情報及びライフライン等の利用
できる資源に 制約がある状況下においても、適切な業務執⾏を⾏うことを目的とした計画である。




